
 

さがみリハビリテーション病院 リハビリテーション科 

訪問リハビリテーション料金表 

１．介護報酬に掛かる費用 

基本料金（概算）(※１) 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

当院医師が診療を行っている場合 ３２８円／２０分 ６５５円／２０分 ９８２円／２０分 

当院医師が診療を行っていない場合 ２７４円／２０分 ５４８円／２０分 ８２２円／２０分 

訪問リハビリを 1 年以上利用している要支援認定の方 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

当院医師が診療を行っている場合 ３２２円／２０分 ６４４円／２０分 ９６６円／２０分 

当院医師が診療を行っていない場合 ２６９円／２０分 ５３８円／２０分 ８０６円／２０分 

各種加算（概算） 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

リハビリテーション 

マネジメント加算(※２) 

（A）イ １９２円／月 ３８４円／月 ５７６円／月 

（A）ロ ２２７円／月 ４５４円／月 ６８１円／月 

（B）イ ４８０円／月 ９６０円／月 １４４０円／月 

（B）ロ ５１５円／月 １０３０円／月 １５４５円／月 

短期集中リハビリテーション実施加算(※３) ２１４円／日 ４２７円／日 ６４０円／日 

移行支援加算(※４) １９円／日 ３７円／日 ５４円／日 

事業所評価加算（要支援）(※５) １２８円／月 ２５６円／月 ３８４円／月 

サービス提供体制強化加算(※６) 
（Ⅰ） ７円／２０分 １３円／２０分 １９円／２０分 

（Ⅱ） ４円／２０分 ７円／２０分 １０円／２０分 

※１：訪問リハ事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物の場合、所定単位数の１００分の９０に減算となる 

※２：(A)ｲ 3月に１回以上医師が参加するリハ会議を開催して計画を見直し、各サービス担当者と情報共有し、その計画をリハスタッフが説明し

て利用者様の同意を得ることで加算となる 

   (A)ﾛ (A)ｲに加えて科学的介護情報システム（LIFE）を活用して厚生労働省にデータを提出し、フィードバックを受ける事で加算となる 

   (B)ｲ (A)ｲ同様にリハ会議を開催し、その計画を医師が説明して利用者様の同意を得ることで加算となる 

   (B)ﾛ (B)ｲに加えて科学的介護情報システム（LIFE）を活用して厚生労働省にデータを提出し、フィードバックを受ける事で加算となる 

※３：要介護認定者：退院（所）または認定日から起算して３月以内に週２回以上、１回２０分以上の利用で加算となる 

   要支援認定者：退院（所）または認定日から起算して１月以内は週２回以上、１回４０分以上の利用で加算。1 月を超えて３月以内は週２

回以上、１回２０分以上の利用で加算となる 

※４：評価対象期間において、通所介護事業所等への移行等を支援した利用者の割合が一定の基準を満たしている事業所は加算となる 

※５：評価対象期間において、要支援状態区分の維持者数と改善者数が一定の割合を満たしている事業所は加算となる 

※６：(Ⅰ)７年以上の勤続年数のある者が配置されている事業所は加算となる 

   (Ⅱ)３年以上の勤続年数のある者が配置されている事業所は加算となる 

 

２．交通費（利用者負担１０割） 

サービス提供地域以外の地域でサービスの提供をお受けになる場合は、下記の通り交通費が必要になります。 

距離（地図上の直線） 料  金 

実施地域を越えた地点から５ｋm 未満 ２００円（税別） 

※以降 1km 毎２００円（税別）追加  往復での料金になります 

 

３．その他の費用（利用者負担１０割） 

介護保険適応外の物品を購入する必要が生じた場合には、その費用を利用者様のご負担として訪問リハビリ

テーションの請求と合わせて請求させていただきます。 


